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1 選考委員会・運営適正化委員会委員名簿（平成２３年３月末日現在） 
〈 選考委員会委員名簿 〉        任期 平成２２年６月１日～平成２４年５月３１日 

区  分 氏  名 職     名 

公益を代表する委員 

太田 春海 秋田県民生児童委員協議会会長 

狩野 節子 秋田弁護士会会長 

  船木 保美 秋田県魁新報社報道センター長 

福祉サービスの利用者

を代表する委員 

細矢 治助 秋田県身体障害者福祉協会会長 

阿部 文博 秋田県精神障害者家族会連合会前会長 

榎本 義孝 秋田県老人クラブ連合会前会長 

社会福祉事業経営者を 

代表する委員 

  伊勢 哲郎 秋田県社会福祉施設経営者協議会 

石川 悦郎 秋田県障害福祉協議会会長 

 市町村社会福祉協議会連絡協議会会長 

 

〈 運営適正化委員会委員名簿 〉     委員長 古田 重明    副委員長 柴田  博 

任期 平成２２年４月１日～平成２４年３月３１日 

区  分 氏  名 所 属 等 
小委員会 

運営監視 苦情解決 

社
会
福
祉
に
関
す
る
学
識
経
験
者 

公 益 

代 表 

柴田 博 秋田県社会福祉士会 
◎ 

委員長 
○ 

藤原 璋治 秋田県民生児童委員協議会  ○ 

利用者 

代 表 
高橋 精一 秋田県手をつなぐ育成会 ○  

提供者 熊谷 佑一 秋田県老人福祉施設協議会 ○  

法
律
に
関
す
る 

 

学
識
経
験
者 

 

法 律 

伊勢 昌弘 秋田弁護士会  
☉ 

副委員長 

古田 重明 ノースアジア大学 ○ 
◎ 

委員長 

澤田石 晶 税理士 
☉ 

副委員長 
○ 

医
療
に
関
す
る 

学
識
経
験
者 

 

医 療 

小玉 弘之 秋田県医師会  ○ 

  清水 徹男 秋田県医師会 ○  
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２ 「運営適正化委員会」開催状況 

〈 運営適正化委員会選考委員会の開催 〉 

開催月日 内    容 出席者 

平成２２年３月８日（月） 

・正副委員長の互選について 

・（説明） 

 選考委員会及び秋田県運営適正化委員会について 

・（議案） 

 議案第１号 秋田県運営適正化委員の選任に関する同意に 

       ついて 

・（事業推進状況） 

 平成 21年度 秋田県運営適正化委員会事業実施状況について 

委員 7名 

 

 

 

〈 運営適正化委員会の開催 〉 

開催月日 内    容 出席者 

第１回 

平成２２年４月２６日（月） 

①正副委員長の選任並び所属小委員会について 

②平成 21年度秋田県運営適正化委員会事業の実施状況について 

③平成 22年度秋田県運営適正化委員会事業計画について 

④その他 

委員 7名 

県担当者 

（2名） 

 

〈 運営監視小委員会の開催 〉 

開催月日 内    容 出席者 

第１回 

平成２２年５月１９日（水） 

①小委員会正副委員長の選任について 

②契約締結事例の検討について    

③平成 21年度地域福祉権利擁護事業の実施状況について 

④その他 

委員５名 

県担当者１名 

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ職員 2名 

 

第２回 

平成２２年９月 １日（水） 

 

①新規契約ケースの検討について 

②現地調査の実施内容について 

③その他 

委員４名 

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ職員 2名 

 

第３回 

平成２３年１月２４日（月） 

①新規契約ケースの検討について 

②現地調査の結果報告について 

③その他     

委員 6名 

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ職員 1名 
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〈 苦情解決小委員会の開催 〉 

開催月日 内    容 出席者 

第１回 

平成２２年５月１９日（木） 

 

① 小委員会正副委員長の選任について 

② 苦情相談（３月～４月分）の報告ついて 

③ その他 

委員 4名 

県担当者１名 

第２回 

平成２２年７月１３日（火） 

 

① 苦情相談（５月～６月分）の報告について 

② その他 

委員 4名 

 

第３回 

平成２２年９月 １日（水） 

 

① 苦情相談（７月～８月分）の報告について 

② 事情調査の結果と委員会の対応について 

③ 研修会の開催・骨子（案）について 

④ その他 

委員 5名 

 

第４回 

平成２２年１２月３日（金） 

 

① 苦情相談（９月～１１月分）の報告について 

② S 氏の経過と委員会の対応について 

③ 苦情解決研修会の実施結果について 

委員 6名 

 

第５回 

平成２３年１月２４日（月） 

① 苦情相談（１１月～１２月分）の報告について 

② S 氏の経過と委員会の対応について 

③ その他 

 

委員 5名 

 

第６回 

平成２３年３月２８日（月） 

① 苦情相談（１月～２月分）の報告について 

② S 氏の経過と委員会の対応について 

③ その他 

委員 5名 

 

 

 

３ 運営監視業務の状況 

  運営監視小委員会を年３回開催し、地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）の新

規契約ケースの特に困難ケース及び問題ケースを中心に助言、指導を行った。 

  また、福祉サービス利用援助事業の実施委託を受けた基幹的社会福祉協議会３ヶ所におけ

る事業の実施状況や適切な管理、生活支援について現地調査を行い、改善事項について検討

した。 
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〈 運営監視小委員会現地調査 〉 

期 日 訪 問 先 訪 問 委 員 

平成22年 10月 18日 (月) 基幹社協 

能代市社会福祉協議会 
運営監視小委員会委員 2 名・事務局 1 名 

平成 22年 10 月 25 日（月） 基幹社協 

鹿角市社会福祉協議会 
運営監視小委員会委員 2 名・事務局 1 名 

平成 22年 11 月 17 日（水） 
基幹社協 

大仙市社会福祉協議会 
運営監視小委員会委員 2 名・事務局 1 名 

 

〈 地域福祉権利擁護事業実施状況 〉       資料提供：秋田県福祉生活サポートセンター 

相談状況                                 単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 認知症高齢者 知的障害者 精神障害者 その他 合計相談数 

平成 11 年度 34  2  3  35  74  

平成 12 年度 116  16  14  21  167  

平成 13 年度 429  106  88  57  680  

平成 14 年度 944  190  114  20  1,268  

平成 15 年度 1,403  230  83  9  1,725  

平成 16 年度 1,302  185  131  13  1,631  

平成 17 年度 865  130  346  6  1,347  

平成 18 年度 1,638  256  594  82  2,570  

平成 19 年度 1,662  307  553  108  2,630  

平成 20 年度 1,281  298  452  207  2,238  

平成 21 年度 1,609  190  579  109  2,487  

平成 22 年度 1,983 230  567  90  2,870  

合計 13,266  2,140  3,524  757  19,687  

※平成 11 年度は事業開始 10 月 1 日からの６か月の合計 
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 契約状況           単位：件      解約状況            単位：件 

 

  実利用人数                                   単位：件 

 

 

 

４ 苦情解決業務の状況 

 福祉サービス利用者及び家族等からの苦情や相談を電話・来所・書面・メール等で受付、

助言や他機関の紹介による解決のほか、必要に応じて事情調査を実施して解決に結びつけた。 

 なお、相談者が納得できず１年近く継続中のケースもあり、引き続き委員会でできる役割を

年 度 
認知症 

高齢者 

知 的 

障害者 

精 神 

障害者 
その他 計 

 
年 度 

認知症 

高齢者 

知 的 

障害者 

精 神 

障害者 
その他 計 

平成 11 年度 0 0 0 0 0  平成 11 年度 0 0 0 0 0 

平成 12 年度 1 1 1 0 3  平成 12 年度 0 0 0 0 0 

平成 13 年度 14 3 2 0 19  平成 13 年度 1 1 1 0 3 

平成 14 年度 23 7 2 0 32  平成 14 年度 7 1 0 0 8 

平成 15 年度 29 1 1 0 31  平成 15 年度 12 0 0 0 12 

平成 16 年度 44 5 2 0 51  平成 16 年度 21 2 0 0 23 

平成 17 年度 46 1 11 0 58  平成 17 年度 24 1 2 0 27 

平成 18 年度 45 2 3 0 50  平成 18 年度 23 1 1 0 25 

平成 19 年度 52 6 6 4 68  平成 19 年度 25 3 7 1 36 

平成 20 年度 65 5 9 1 80  平成 20 年度 22 3 3 0 28 

平成 21 年度 49 6 4 0 59  平成 21 年度 49 2 5 2 58 

平成 22 年度 47 4 10 0 61  平成 22 年度 46 5 6 0 57 

計 415 41 51 5 512  計 230 19 25 3 277 

   

 認知症高齢者 知的障害者 精神障害者 その他 計 

     鹿  角 18 3 0 0 21 

県  北 23 7 1 2 33 

能代・山本   48 0  2 0   50 

中  央 30 6 7 0 43 

大仙仙北 33 3 9 0 45 

県  南 32 4 7 0 43 

現契約数 184 23 26 2 235 
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担っていくこととしている。 

 

〈 苦情相談の状況 〉 

受付件数(月別、受付方法別 平成 22年 4月１日～平成 23年 3月 31日) 
※「その他」は、問い合わせ・相談等、苦情に至らなかった件数 

 受 付 方 法 

備 考 来   所 書面・電話等 そ の 他 合 計 

苦 情 その他 苦 情 その他 苦 情 その他 苦 情 その他 

４月   ５ １３   ５ １３ １８ 

５月  １ ３ ６   ３ ７ １０ 

６月 １  ４ ８   ５ ８ １３ 

７月  １ ５ ２   ５ ３ ８ 

８月 １  ３ ８   ４ ８ １２ 

９月    ５   ０ ５ ５ 

１０月   ４    ４ ０ ４ 

１１月  １ ３ ５   ３ ６ ９ 

１２月   １ ３   １ ３ ４ 

１月  ２ ２ ５   ２ ７ ９ 

２月  １ ２ ６   ２ ７ ９ 

３月   ３ ９   ３ ９ １２ 

累計 ２ ６ ３５ ７０   ３７ ７６ １１３ 

 

種別・申出人の属性（平成 22年 4月１日～平成 23年 3月 31日） 

 利用者 家 族 代理人 職 員 その他 累計 

苦情 その他 苦情 その他 苦情 その他 苦情 その他 苦情 その他 苦情 その他 

老
人 ４ ８ １７ ２０  ２ １ ４  ４ ２２ ３８ 

障
害
者 

４ ３ ２ ５    １ ２  ８ ９ 

児
童 

  １        １  

そ
の
他 

２ １ １ １１  ２  １ ３ １４ ６ ２９ 

累計１０ １２ ２１ ３６  ４ １ ６ ５ １８ ３７ 

 

７６ 
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種別並びに受付内容の区分 (平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日) 

サ
ー
ビ
ス
種
別 

区  分 

苦
情
受
付
件
数

苦
情
受
付
件
数

苦
情
受
付
件
数

苦
情
受
付
件
数    

苦    情 

苦情解決結果 

①
相
談
助
言 

②
紹
介
伝
達 

③
あ
っ
せ
ん 

④
通 

 

知 

⑤
そ
の
他 

⑥
継
続
中 

⑦
意
見
・
要
望 

老
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

①サービス内容（職員の接遇） ５ １    ４   

②サービス内容（サービスの質や量） ５ ４    １   

③利用料 １ １       

④説明・情報提供 ５ ４    １   

⑤被害・損害 ２ １    １   

⑥権利侵害 １ １       

⑦その他 ３ １    ２   

障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

①サービス内容（職員の接遇） １ １       

②サービス内容（サービスの質や量） ２     ２   

③利用料         

④説明・情報提供 ２ １     １  

⑤被害・損害         

⑥権利侵害         

⑦その他 ３ ２    １   

児
童
福
祉
サ
ー
ス 

①サービス内容（職員の接遇）         

②サービス内容（サービスの質や量）         

③利用料         

④説明・情報提供         

⑤被害・損害 １     １   

⑥権利侵害         

⑦その他         

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス 

①サービス内容（職員の接遇） ３ １    ２   

②サービス内容（サービスの質や量）         

③利用料         

④説明・情報提供 １ １       

⑤被害・損害         

⑥権利侵害         

⑦その他 ２ ２       

合 

計 

①サービス内容（職員の接遇） ９ ３    ６   

②サービス内容（サービスの質や量） ７ ４    ３   

③0利用料 １ １       

④説明・情報提供 ８ ６    １ １  

⑤被害・損害 ３ １    ２   

⑥権利侵害 １ １       

⑦その他 ８ ５    ３   

合 計 ３７ ２１    １５ １  
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〈 苦情相談件数の推移 〉 

受付方法 

  

受付方法 

総  計 来  所 書面・電話等 その他 合  計 

苦 情 その他 苦 情 その他 苦 情 その他 苦 情 その他 

Ｈ１２年度 1   3 22     4 22 26 

Ｈ１３年度 2 20 13 65   4 15 89 104 

Ｈ１４年度 4 5 45 36 7 23 56 64 120 

Ｈ１５年度 10 5 59 28   5 69 38 107 

Ｈ１６年度 10 2 50 45   2 60 49 109 

Ｈ１７年度 3 10 32 30  1 35 41 76 

Ｈ１８年度 5 4 42 29   47 33 80 

Ｈ１９年度 3 3 20 44   23 47 70 

Ｈ２０年度 3 5 25 33   28 38 66 

Ｈ２１年度 3 2 26 58   29 60 89 

Ｈ２２年度 2 6 35 70   37 76 113 

累 計 46 62 350 460 7 35 403 557 960 

 
・初年度は事務局で事情調査した件数である。（Ｈ１２年１０月６日～Ｈ１３年３月３１日） 

・１４年度は、苦情の意味を広義にとらえ、不満、疑問等を含めている。  

・１３・１４年度は,その他相談が多い理由として事業者からの体制整備に関する相談等も含まれていることがあげられる。 

種別 

  老 人 障 害 児 童 その他 合 計 

Ｈ１２年度 2 2   4 

Ｈ１３年度 11 3  1 15 

Ｈ１４年度 37 9 6 4 56 

Ｈ１５年度 43 18 7 1 69 

Ｈ１６年度 36 15 4 5 60 

Ｈ１７年度 21 4 2 8 35 

Ｈ１８年度 28 9 3 7 47 

Ｈ１９年度 17 5  1 23 

Ｈ２０年度 18 4 1 5 28 

Ｈ２１年度 13 11 2 3 29 

Ｈ２２年度 22 8 1 6 37 

累 計 248 88 26 41 403 
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苦情の内容 

 

 
職員接遇 

サービスの

質・量 
利用料 

説明・情報

提供 
被害損害 権利侵害 その他 合 計 

Ｈ１２年度 2 1   1       4 

Ｈ１３年度 3 5 3 2 1 1   15 

Ｈ１４年度 14 14 1 16 2 3 6 56 

Ｈ１５年度 39 16 2 5     7 69 

Ｈ１６年度 22 17 3 8     10 60 

Ｈ１７年度 17 7  1 2  8 35 

Ｈ１８年度 17 9  4  1 16 47 

Ｈ１９年度 13 2 3 2   3 23 

Ｈ２０年度 7 4 1 6 2  8 28 

Ｈ２１年度 8 4 1 2 5 2 7 29 

Ｈ２２年度 9 7 1 8 3 1 8 37 

累 計 151 86 15 55 15 8 73 403 

 

苦情解決の方法 

  相談助言 紹介伝達 あっせん 通知 その他 継続中 意見要望 合計 

Ｈ１２年度 4             4 

Ｈ１３年度 13 2           15 

Ｈ１４年度 33 19        4 56 

Ｈ１５年度 42 7     5   15 69 

Ｈ１６年度 58 2          60 

Ｈ１７年度 28 7      35 

Ｈ１８年度 29 9   9   47 

Ｈ１９年度 10 2   11   23 

Ｈ２０年度 19 2   7   28 

Ｈ２１年度 21    7  1 29 

Ｈ２２年度 21    15 1  37 

累 計 278 50   54 1 20 403 

 

 

〈 苦情・相談の概要 〉 

番号 
事業所 
申出人 

苦 情 の 概 要 対 応 状 況 

１ 
障害・在宅 
 利用者 

・行政への要望について 

①行政へ要望を出しているが、何も連

絡がない。委員会から回答を出すように

伝えて欲しい。 

②精神障害者に対するサービス内容や

保健師の業務について、内容を明示する

ように伝えて欲しい。また、なぜ自分が

該当されないのかその理由を聞いても

らいたい。 

以上のように行政が、適正に業務を実

施してないので当方で指導してほしい。 

① 委員会は、指導する権限がないこと

を説明し、要望は行政に伝えることを報

告する。 

② サービスの対象になるかどうかの判

断は、国の制度や通知等で行政が判断す

ることであり、当方が介入するべき問題

でないこと、該当されない理由は、自分

で確認することを伝え終了する。 
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番号 
事業所 
申出人 

苦 情 の 概 要 対 応 状 況 

２ 
老人・在宅 

家族 

・ケアマネへの不信感について 

介護が必要になりケアマネに相談す

ると物事を決め付けたり、自分の考えを

押し付ける面があったので専門職とし

ての意識を自覚して欲しい。また、利用

者が自己決定して物事をすすめるよう

なやり方にしてもらいたい。 

・他の部署に電話で苦情がある。職員が内

容を聞き、委員会へ伝えることを報告する

と申出人は了承し、対応結果の報告は、必

要ないといわれる。その職員から委員会へ

報告あり。 

３ 
老人・入所 
利用者 

・施設のトイレについて（書面で苦情） 

 半年前に施設のトイレをウォシュレ

ットにして欲しいと要望を委員会に申

し入れるが、いまだに改善されてない。 

 排泄が自立している人は、ウォシュレ

ットトイレがないと困る。電源はきてお

り、便座を替えるだけですむのに改善さ

れてない。早急に付けてくださるように

当方から連絡してもらいたい。 

 

・前回の要望については、施設へ伝えてい

るが、連絡先の記載がなかったので申出人

には結果報告ができなかった。 

・今回、同じ内容の要望があったので、再

度施設に報告し早急に対応して欲しいこ

とを伝えると、施設からは特養とケアハウ

スがありどちらの利用者か判断できない

こと、すでに何台かウォシュレットトイレ

は設置していること、予算的な問題、使用

方法を理解できない利用者もおり検討中

であると報告を受ける。 

・この件については、利用者全員に苦情の

内容を説明し施設での対応状況を報告す

ること、不在の利用者には書面で対応状況

を報告するなど入所者全員が把握できる

ように配慮してほしいことを伝え終了す

る。 

 ４ 
障害・在宅 

 利用者 

・行政への不満について 

①障害者専用駐車場の件で警察に行く

と障害認定区分が変更になっていたの

で確認すると、担当者は納得できる説明

をしてくれなかった。 

②精神障害者に対する家事援助等のホ

ームヘルプサービスを要望すると該当

にならないというだけで、理由を説明を

してくれない。 

当委員会から実施してくれるように

指導してもらえないか？ 

・当委員会には、権限がないので行政に要

望を伝えることしかできないことを説明

する。 

・また、自分で障害区分変更の理由やサー

ビスに該当ならない理由を確認すること

を伝え終了する。 

 ５ 
障害・在宅 

 利用者 

・障害者の相談機関に継続的な相談をメ

ールでお願いしたいと要望すると承諾

したのに、あとになってメールは、受付

のみでその後の相談は、電話もしくは面

談でおこなうといわれたが納得できな

い。 

・継続中 

 事情調査の実施と話し合いの場の調整、

延べ 3 回の話し合いを実施するが相談者

が納得せず継続中。 

 ６ 児童・家族 

・送迎バスの運転手の言動について 

子どもが、保育園の送迎バスの運転手

から暴言を言われたり、頭を叩かれたの

でそのバスを利用したくないといって

いる。当方から運転手の変更と子どもが

従来どおりバスを利用し保育園に行け

るように配慮してもらいたいことを法

人へ伝えてほしい。 

・法人へ申出人の要望を伝えると、申出人

には謝罪しているが納得しないので、行政

も入り話合いをする予定になっていると

報告される。 

その後申出人から連絡があり、法人が運転

手の変更を承諾してくれたので少し様子

を見るので一旦終了したいと連絡あり終

了する。 
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番号 
事業所 
申出人 

苦 情 の 概 要 対 応 状 況 

７ 
老人・入所 

  家族 

・利用料金について 

①施設入所時、ケアマネから説明を受け

た金額と請求された金額は違っており、

高くなっていた。地域包括支援センター

へ相談するが、納得できる説明はしてく

れなかった。利用料金の件は、施設のケ

アマネに一任しているので、今後地域包

括への相談は遠慮してほしいといわれ

る。 

②地元の行政にこの件を相談すると自

宅で介護することをすすめられ、タクシ

ー券をよこされた。在宅介護しないのは

それなりの理由があるからである。 

③誰も申出人の話を聞いてくれないの

で当方へ連絡した。 

・利用料については、再度施設のケアマネ

から説明を受けること、また、希望する金

額の施設を探してもらうことも可能であ

ることを説明する。 

・今後どうするのか家族で話し合い、関係

機関に相談することを伝える。 

・後日、行政からこの件で連絡あり協議し

た結果、行政側で対応することになり終了

とする。 

８ 
老人・在宅 

家族 

・施設入所中の事故について 

①母が、施設入所中に骨折し手術するこ

とになった。医師からベットから落ちる

か転倒しないとこのようなことにはな

らないといわれた。 

②施設からは、事故の詳細の説明もなけ

れば、謝罪や治療費や見舞金の話も全く

なく誠意が感じられない。今後の対応を

どうしたらよいか？ 

・重要事項説明書や契約書に事故時の対応

について記載されているはずであるから、

確認することを伝える。 

・その当時申出人が病気で、入所の手続き

はケアマネが全部やってくれたのでわか

らないというので、ケアマネに確認し対応

するように伝える。その後連絡はないので

終了とする。 

９ 
障害・在宅 
その他 

・給付金について（匿名：書面で送付さ

れてくる） 

利用者に支給されている給付金が、適

切に使用されているのか疑問に感じて

いるので至急調査をしてもらいたい。 

・申出人の要望は、書面で送付されてくる

が、匿名で連絡先の記載もなかったため、

県の監査担当へ報告する。 

・県にも同じ内容が送付されてきていると

報告され、協議した結果、県に一任するこ

とし終了とする。 

１０ 
老人・入所 

家族 

・看護師の言動について 

①体調不良を看護師に伝えると「ベッ

トで休んでいる」ように大声で言われ

たため、母はショックを受け食欲不振

になる。 

②看護師が、母にどのようなことを言

ったのか聞くため施設に説明を求め

るが、謝るだけで詳細の説明はなかっ

た。 

③看護師に直接会って話を聞きたい

と伝えても会わせてくれない。 

④後日、精神科の通院があり、医師に

事情を説明しないといけないのでど

うしたらよいか？ 

・施設に出向き説明を受けることを伝え

る。当事者から話を聞きたいと伝え、関

係書類等を見せてもらい、施設の対応次

第により今後のことを考えることを伝

え終了する。 

１１ 
その他 
家族 

・障害年金について 

夫は障害年金を受給しており更新の

手続きをする。結果が毎回きていたのに

今回こなかったので問合せをすると担

当者から該当になってないといわれ、国

民年金の手続きをするよういわれ手続

・社会保険事務所にその件を連絡し該当に

ならない理由を再度確認し文書でもらう

ことを伝える。 

・年金の変更手続きは、いつでもできるの

で、今後のことも含め家族で話合い社会保

険事務所へ相談することを伝え終了する。 
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番号 
事業所 
申出人 

苦 情 の 概 要 対 応 状 況 

きをする。 

国保の手続終了後、書類の不備の連絡

があった時にその担当者から国民年金

の方が支給額が高いので変更したので

すねといわれ驚いた。該当になってない

といわれ国保に切り替えたのに、担当者

により説明に違いがあるのは、どういう

ことか？ 

１２ 
老人・入所 

家族 

・契約内容と実際の支援が違うので納

得できない。（適合高専賃介護特定施

設） 

 契約時の説明では、利用者のニーズ

に応じた支援をするといったので利

用契約したのに、実際は対応が違う。 

 

・重要事項説明書にサービス内容が記載

されてない部分もあるので、再度施設か

ら説明を受けることを伝える。 

・適合高専賃介護専用型特定施設に入所

しても介護保険サービスと同様のサー

ビスを受けることができるのか国保連

に確認することを伝え終了する。 

１３ その他 

・生活保護費について 

 年金を受給しているが、それだけで

は生活が苦しいため生保を申請する。 

 担当者から住所が確定してないの

でアパートを借りるように言われ、お

金を工面して借りた。後日、生保が該

当にならないことを言われたが、アパ

ートを借りた資金と火災保険代を自

分で出しているのでそれを行政の方

で支払ってもらいたい。職員から言わ

れ借りたので・・・。 

・行政に対する不満であり、行政で実施

している「意見や要望、問合せ窓口」が

あるのでそちらに相談することを伝え

る。 

・生活費については、年金受給まで社協

で実施している「緊急小口資金貸付制

度」の利用を検討するように伝え終了す

る。 

 

１４ その他 

・社協職員の対応について 

 社協に総合資金の申込みをする。い

つ頃お金が振り込まれるのか問合せ

をすると担当者から必要のないプラ

イベートのことを聞かれたり、「この

資金をあてにされたら困る」といわれ

た。困って連絡したのにその様な言い

方をされ不愉快であった。以前にも職

員の対応でいやな思いをしたことが

あるので、職員の対応を改善してもら

いたい。 

・当方から、申出人の件を社協へ報告し

職員の対応について確認の連絡を入れ

ることを伝える。 

・総合資金の件については、生活福祉資

金担当者からいつ頃振り込まれるのか

説明してもらい本人も納得し終了する。 

１５ 
老人・在宅 

家族 

・職員が上から目線で支援している。 

祖父がデイサービスを利用している。

迎えに来た職員が祖父をせかすような

ことをいう。また、自宅が汚れていると

いうなど、上から目線で支援しているよ

うに感じた。祖母に確認するとその職員

は、いつもそのような態度であるとのこ

とであった。施設へ匿名で職員の態度を

改善してもらうように伝えてほしい。 

 

・施設へ申出人の件を報告すると、申出人

から直接同じ内容の要望がきていること

を報告される。 

・後日、施設長から職員には注意したこと

の報告と今後職員教育を徹底するとの連

絡あり終了する。 
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番号 
事業所 
申出人 

苦 情 の 概 要 対 応 状 況 

１６ 
老人・在宅 

家族 

・母が、訪問介護を受けている。ヘルパ

ーからいつも世話になっているといい、

時々お菓子などを上げているようであ

る。それをいいことに買物支援時に見返

りを要求するような仕草や言葉がある

と言われたが、それが当たり前のことか

知りたい。 

・見返りを要求することは、決してあって

はならないことである。 

・事業所の姿勢や対応が職員に周知徹底さ

れていない問題でもあり、当方から事業所

に伝えることができるが、地元行政の介護

保険担当に伝えて改善を促す方法もある

ことを説明する。 

・地元の行政に連絡してみるといい終了す

る。 

１７ その他 

・弱い立場の人間が、福祉事務所に相談

に行っている時に、以前の住まいから安

いアパートに転居する際の費用負担に

ついて生活保護での支払いは無理とい

われ、しかも担当の上司から大声で威嚇

され、言葉によるいじめのような態度が

許せない。 

・いじめのような態度が許せないというこ

とであり、専門の相談機関である「人権・

いじめホットライン」に相談してみること

を助言し終了する。 

１８ 老人・職員 

・ケアマネをしているが、新規の事業所

に移ることになった。前の事業所の責任

者から、自分の方の利用者を連れて行か

ないでほしいといわれ、誰一人渡してく

れなかった。 

・現在は、新規の事業所で働いているが、

仕事の件で前職場に連絡を入れると職

員から、上司から仕事をやらないように

言われているといわれ断られる。 

・納得できなかったので「ケアマネ相談

窓口」に相談するとお互い歩み寄ること

が大切だといわれた。 

・新規の事業所が、多くなってきている

ので、このような利用者の取り合いの問

題があることを当方で知っておいて欲

しい。 

・当方から、事実関係を把握することがで

きるのでもう少し詳細を教えてほしいと

いうと今後のこともあるのでこれ以上は、

話せないというので傾聴し終了する。 

１９ 
老人・在宅 

家族 

①母は、GH に入所していたが、施設

から体調不良や薬の変更について連

絡がなかった。いくら離れていても家

族であるから、その辺を理解した配慮

をしてほしい。 

②病院に入院すると、看護師が「高齢

だから仕方がない」ということをよく

いう。その言葉を聞くたびに家族の身

になって物を言ってもらいたいと思

う。 

 

①施設では、身元引受人には連絡を入れ

ていたと思われるが、申出人は遠方であ

り連絡は入れなかったのではないかと

思われる。契約時申出人にも連絡してほ

しいことを伝えておくとよかったので

ないかと伝える。 

②申出人の気持ちは、十分理解できるこ

とを伝え傾聴し終了とする。 
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番号 
事業所 
申出人 

苦 情 の 概 要 対 応 状 況 

２０ 
老人・入所 

家族 

◎GH の住所変更について 

・現在 GH を利用している。郵便物の

問題があり、住所変更しようとすると

施設から変更しないでほしいといわ

れた。以前利用していたケアハウスで

は、住所変更をしてほしいといわれ変

更した。 

・施設によって対応が違うので、地域

包括支援センターに確認すると１年

以上利用する場合は、変更した方がよ

いといわれた。 

・問い合わせ先により助言内容が違う

ので家族としては困る。法律的には、

どうなっているのか？教えてほしい。 

・施設の種類によりやり方が違うことを

説明する。当方としても専門外でもある

ので行政や国民健康保険団体連合会へ

連絡し説明を受けることを伝え終了と

する。 

 

２１ 
老人・入所 

家族 

・ショートステイを夫が利用してい

る。契約時要望したことがやられてな

いので、相談員や苦情受付担当者にそ

の件を報告するが、わかりましたとい

うだけで何も改善されてない。どうし

たらよいか？ 

・改善方法としては、行政に報告し監査

時に調べてもらう方法と当方から施設

に申出人の件を報告することができる

ことを伝えると家族と相談し後日連絡

を入れるということで一旦終了する。 

・その後、申出人から連絡あり様子を見

ていたが一向に改善されないので事情

調査をしてほしいと要望があり了承す

る。後日再び連絡があり、夫が病気のた

め入院することになったので、この件は

取り下げて欲しいと連絡あり終了する。 

２２ 
老人・入所 

家族 

・ケアマネから契約時説明を受けた内

容が実施されてない。 

①歩行訓練を毎日実施してくれると

いいながら、現在まで１回しかやって

くれてない。 

②利用料も説明を受けた金額より毎

月少しずつ高くなっている。 

③入所中の通院は、家族が対応するこ

との説明がなかった。 

・それ以外にもいろいろあり、この施

設は信頼できない。 

・施設には、苦情受付担当者や第三者委

員がいるので報告し改善してもらう方

法があることを説明すると夫に何かさ

れると困るので報告してないとのこと。

報告しても利用者に迷惑がかかるよう

なことは決してないことを伝える。 

・当方から匿名で伝えることができるこ

とを説明すると内容で申出人が言った

ことがわかるのでそれも困る。 

・今後のことを家族で一度相談して当方

へ連絡してほしいことを伝えるが、その

後連絡はないので終了とする。 

２３ 
老人・入所 

家族 

・介護付有料老人ホームを利用してい

る。職員が、料金に応じた支援をする

ように言っているのを聞き驚いた。料

金の高い人には手厚く、それ以外には

普通の支援をするようにとは、おかし

いのではないか？施設の経営を優先

したやり方で納得できない。 

・施設に申出人の苦情内容を伝えると、

あってはならないことと認識を示し、事

実関係を把握して組織としてきちんと

対応したいと報告される。その旨を申出

人に伝え終了する。 
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番号 
事業所 
申出人 

苦 情 の 概 要 対 応 状 況 

２４ 
老人・入所 

家族 

・母が有料老人ホームに入所してい

る。突然ケアマネ変更依頼の文書が送

付されてくるが、施設側で本人や家族

の承諾なしに変更できるのか？ 

・書面で送付されてくるが、施設名や申

出人の住所が記載されてなかったので、

連絡できないため保留としていたが、そ

の後も連絡はなく終了とする。 

２５ その他 

・小規模作業所にボランティアに行く

と施設の指導員と他のボランティア

からいじわるされたので、当方からい

じわるはやめるように言ってほしい。 

・施設に苦情内容を伝え内部調査を依頼

する。H11 年当時の職員に事実確認する

がその様な事実は聞いたことがないと

いうことであった。また、現在は学生の

ボランティアは来てないと報告される。 

・当方からは、事業所は多くの方々から

支援してもらわなければならないので、

不適切な言動や不信感をもたれないよ

うに適切な運営に努めてもらいたいと

助言し終了する。 

２６ 
老人・入所 
本人 

・特養の職員が、飲酒運転で免停にな

っているのに法人や施設から何も処

罰を受けず平然と仕事をしている。 

・今の時代、飲酒運転は厳しく処罰さ

れるのに、このような状態だと他の職

員にも影響があるので反省する機会

をつくるように当方から法人へ伝え

てほしい。 

・申出人が直接法人へ申入れすることも

できることを説明すると、施設を利用で

きなくなるので当方から伝えてほしい

とのことであった。検討するので再度連

絡をくれるようにお願いすると了承す

るが、その後連絡はないので終了とす

る。 

２７ 
その他 
家族 

・弟は、勤務している施設の管理者か

らいじめや虐待を受けて、うつ状態に

なり自殺までほのめかすようになっ

ている。 

聞くところでは、弟だけではなく１人

ずつターゲットになっていじめやパ

ワハラを受けて辞めていると聞いて

いる。どうしたらよいか？ 

 

・施設の運営や職員の雇用関係、指導上

の問題でもあり、その事実関係を含め

て、当該行政の監査指導の担当に申し出

て訴える方法が適切でないかと助言し

連絡先を教える。また、人権・いじめホ

ットラインという相談機関もあわせて

連絡先を教え終了した。 

２８ 
老人・在宅 
本人 

・障害福祉サービスを受けながら在宅

生活をしていたが、介護保険のサービ

スに切り替えた。現在利用している事

業所から変更しても引続き、自分の方

の事業所を利用してもらいたいと再

三言われていたので、そのつもりでい

た。介護認定がおり事業所にサービス

開始の連絡をするとヘルパーを派遣

できなくなったので、他の事業所を紹

介するといわれた。 

・このようなことになるなら、事前に

そのことを説明しておくべきだと思

う。また、その件をケアマネではなく

ヘルパーが申出人に報告にきたが、ヘ

ルパーの業務ではない。非常に不愉快

であった。 

・ケアマネが今回の件で説明に来るとい

っているので、その話を聞きそれから今

後のことを考えた方がよいこと、場合に

よっては、当方から事業所に連絡し事実

関係を確認することもできることを伝

えると了承し、後日連絡をよこすといい

一旦終了するが、その後連絡はないので

終了とする。 
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番号 
事業所 
申出人 

苦 情 の 概 要 対 応 状 況 

・後日、ケアマネとヘルパーが来訪し

たいと連絡があったが、体調不良で断

った。 

２９ 
老人・入所 

家族 

・施設の利用料が、いつもより数万円

安くなっており、おかしいなとは思っ

たが、請求された金額をそのまま納め

た。後日、その金額の中に部屋代と食

事代が入ってなかったので再度請求

書を出すので支払ってほしいといわ

れ、前に納めた料金は戻してくれた。 

・これは、明らかに施設の手落ちなの

に職員から謝罪の言葉は一言もなか

ったが、あるべきではないか？ 

・この件を苦情受付担当者に報告したの

か確認すると、夫に何かされると困るの

で報告してないとのこと、施設に報告し

ても利用者に不利益になるようなこと

はなく、サービス向上に繋がることを説

明する。 

・当方から、匿名で伝えることもできる

ことを報告すると、申出人も請求書を見

たときに施設に確認していれば問題は

なかったと反省しているので、今回は話

を聞いてくれるだけでよいというので

傾聴して終了する。 

３０ 
障害・入所 

家族 

・子どもの面会に行くと、洋服を逆に

着ていたり、部屋が汚れているので、

社協の職員が、突然訪問し生活状況の

実態をみてほしい。連絡していくと実

態がわからないので・・・。 

・途中で電話が切れるが、その後連絡が

なかったので終了とする。 

３１ 
老人・在宅 

家族 

・ショートステイを利用しているが、

体調不良でも利用期間終了日になる

と移動しないといけない。本人の体調

を考え期間延長等の調整はできない

ものか？ 

・体調不良時の対応については、ケアマ

ネに相談することを伝え終了する。 

３２ 
障害・通所 

家族 

・施設利用中に他利用者とぶつかり相

手が、前歯を 5本おる事故があった。 

施設から相手宅に謝罪に行くように

言われ謝罪するが、納得しなかった。 

また、職員から施設利用を休むように

言われ気を遣い 10 日ほど休ませたが

再利用の連絡はなかった。いつまでも

休むわけも行かず利用開始した。 

・施設は、この件に関わりたくないと

いう様子が見られ自分たち親子に対

して誠意を見せてくれない。いつまで

もその件で振まわされていると、子ど

もがかわいそうなので、安心して子ど

もと家族が利用できるように当方か

ら施設を指導してもらいたい。 

・当委員会は、権限がないので施設の指

導はできないことを説明し、行政の監査

担当へ連絡することを伝える。ただし要

望については、当方から施設へ連絡する

ことを伝え終了する。 

・その後、申出人が行政に連絡したよう

で監査担当から当方へ連絡があり、行政

に一任し終了とする。 

３３ 
障害・在宅 

本人 

①病気で障害者手帳2種5級が交付さ

れている。他県の同じ病気の人は 3 級

で医療費も無料である。秋田県は、判

定が厳しすぎるのではないか？ 

②デイサービス契約時、病気の関係で

入浴後すぐ帰る様にしてもらいたい

と要望すると他利用者もいるので難

しいといわれた。一応、契約はするが

①判定結果については、行政に不服申し

立てし、再判定をしてもらうことを助言

する。 

②デイサービスの件は、ケアマネに再調

整してもらうこと、生活面については地

元の障害福祉課か保健所に相談するこ

とを伝え終了する。 
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番号 
事業所 
申出人 

苦 情 の 概 要 対 応 状 況 

一度も利用してない。 

３４ その他・本人 

・生活福祉資金の借用の相談に行き、

わからないから聞いていることに対

して「金を借りに来ているのに逆に横

柄な態度して」と職員から言われた。

職員としてあるまじき行為に憤慨し

ている。非を認めて謝罪してもらいた

い。 

・社協の責任者に事実関係を確認し組織

として適切に対応するように連絡する。

その後、社協の地区センター長から申出

人と話合いをして納得してもらったと

いう連絡があり終了する。 

３５ 
老人・在宅 

本人 

①高齢で足が悪く確定申告できない

ため税務署へ何かよい方法はないか

と連絡すると、書類を送付するので記

載し送付する方法か、来所して記載す

るか、税理士に依頼する方法しかない

といわれた。ケアマネにも相談するが

よい方法は見つからなかった。 

・同じような状態で困っている人は、

多いと思うので、高齢者に対する配慮

を考えるべきではないか？ 

②確定申告の用紙に記載してもポス

トにヘルパーは投函してくれない。ケ

アプランに記載されてないことは、些

細なこともやってくれないので、臨機

応変に対応できるきめ細かいサービ

スをしてもらいたい。このようなやり

方を決めたのは誰か？ 

・申出人から、今年だけは無理して自分

で申告に行き、その時に担当職員に要望

を伝えてくると報告あり。 

・介護保険のサービスへの不満等は、国

保連で対応していることを伝え連絡先

を教え終了する。 

３６ 
老人・入所 

家族 

・母が老健施設に入所している。面会

に行くと母の点滴の名前が別の人の

名前になっていたり、手の甲に内出血

のあとがあるなど処遇の対応に不信

感を感じる。虐待されているのではな

いかと思うので、調査してほしい。 

・虐待の疑いが想定されたことから、管

轄の市に連絡のうえ対応等を協議した

結果、対応を一任することで終了する。 

その後、行政から連絡があり申出人の

母が亡くなったが、真実を知りたいので

引続き調査してほしいと家族から要望

があり継続することになったと報告あ

り。 

３７ その他・本人 

・生活福祉資金を借りていたが、自分

で断わらない限りずっと借用できる

ものと思っていたので今月分を払出

しに行くと入金されていなかったか

ら驚いた。事前に終了期間等の説明を

しておくべきではないか？それによ

って生活の問題など相談に応じても

らえるので（メールで苦情）。 

 

・決定通知書で貸付期間を知らせしてい

ることや貸付期間が終わると償還表等

が送付される関係から、終了の連絡はい

かなことになっていることを説明する。 

・今後の生活等の問題については、地元

の社協へ相談することを助言し終了す

る。 
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５ 広報活動・情報提供 
〈 印刷物・広報掲載等 〉 

作 成 等 期日・主な配布先  

平成 2１年度 事業報告書 秋田県社会福祉協議会のホームページ掲載（平成 22 年 4 月） 

苦情解決、事業者用掲示ポスタ

ー 
社会福祉事業者へ随時配布 

名刺判リーフレットの配布 研修時に資料として配布 

市町村行政広報に掲載依頼 市町村行政発行の広報に掲載依頼（年 1 回） 

社会福祉法人 秋田婦人ホーム役職員苦情解決研修会への参加（平成 22 年 7 月 29 日） 

 

 

６ 苦情解決研修会の実施 

  事業所の第三者委員を対象に、苦情事例を通じながら、第三者委員の役割や適切な対応等

をグループで演習し、第三者委員の意識の向上と苦情解決の充実を図る目的で実施した。 

 

期 日・会 場・参加者 

【県北会場】平成２２年１１月 １日（月）大館市立中央公民館 ４９名 

【県南会場】平成２２年１１月１１日（木）かまくら館     ７４名 

【中央会場】平成２２年１１月１９日（金）秋田県社会福祉会館 ７４名 

 

 参加者   １９７名 

   

 ○説  明 「苦情の実態と対応課題」 

秋田県運営適正化委員会事務局 

 ○実践発表 

      「第三者委員の取り組み状況」 

             各会場１名（事業所の第三者委員から） 

       【県北地区】比内ふくし会 

      【県南地区】事務局 

       【中央地区】水林新生園 

 

  ○事例研究（グループワーク） 

    「事例を通じた第三者委員のかかわりポイント・学ぶべき点」 

   

７ その他 
 

１ 平成 22年  7月 21～23 日 平成 22年度 苦情解決事業に関する全国会議 （東京都） 

 

  ２ 平成 22年 10月 28～29 日  北海道・東北ブロック運営適正化委員会事務局連絡会議 

                                             (福島県・福島市) 


